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第三者委託業務を開始しました
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令和３年１２月２４日（金）に締結した「名取市高舘浄水場等運転維持管理業務委

託」について、令和４年１月から３月までの業務委託習熟運転期間を経て、令和４年

４月１日から第三者委託業務の事業開始をしました。

安心、安全で持続可能な水道事業を行っていく基盤を強化し、今後も市民の皆様に

安全、安心な水道水を安定的に供給することに努めてまいります。

令和４年３月３１日（木）から、「閖上浄水場小水力発電設備」の稼働が始まりました。

この事業は、自然エネルギーの有効活用を目的としており、産電工業株式会社と名取市が共同で

始めたものです。

今回稼働した発電設備は、水道水の流れを利用して、１時間当たり最大３キロワットの電力を生

み出すことができます。

この設備は、有事の際でも断水等が起こらないつくりであることから、安全で安心な水道水を供

給できるものとなっております。

また、クリーンで安定した再生可能エネルギーを年間１７，５２０ｋＷｈ程度発電します。ＣＯ

２削減量は杉の木に換算して１，１２６本分となります。今回の取り組みを足掛かりに、より環境

に配慮した水道事業に取り組んでまいります。

参考：林野庁関東森林管理局ＨＰ「森林の二酸化炭素吸収力」より

閖上浄水場小水力発電設備開始について

人間１人が呼吸により排出する二酸化炭素は年間約３２０ｋｇ、これを吸収するに

は杉の木約２３本が必要らしいから、約４９人分の排出量が削減されるんだね！


